契約番号　　　　
物品購入に関する単価契約書

　我孫子市水道局(以下「発注者」という。)と　　(以下「受注者」という。)は、次のとおり契約を締結する。

１　契約の方法
単価契約
２　契約物品及び規格数量

(1)品　名


(2)規　格

３　契約金額
一金　円（消費税別途）

４　納入期限
平成　　年　　月　　日

５　納入場所
我孫子市
６　支払条件
納入後払い

７　契約保証金
免　除

８　納入の完了

契約物品の納入は、発注者の指定した係員の検査に合格したとき、これを完了する。

８　違約金

（1）受注者は、正当な理由なく納入期日に遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）の定める遅延利息の額を支払うものとする。なお、違約金は発注者が受注者に支払う契約対価の支払いの際にこれを徴するものとする。

（2）発注者は、正当な理由なく対価の支払いを遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）の定める遅延利息の額を支払うものとする。
１０　契約の解除

次に掲げる場合は本契約を解除し、契約保証金を没収することがあるものとし、この場合受注者は、異議の申し立てをすることができない。ただし、受注者が契約保証金の納付を免除されている場合、受注者は契約金額の１０分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。

（1）本契約の各項に違反したとき。

（2）発注者の承諾なく、この契約により得た権利もしくは義務を他人に委任または譲渡したとき。

１１　納入物品の保証

契約物品の納入後１２ヶ月間、発注者の正常な管理の下において製品の不良、変質等によって生じたと認められる故障、または発見された隠れたる瑕疵については、受注者は発注者の請求により直ちに自己の負担において修理または取り替え納入するものとする。

１２　その他
前各号に記載のない事項は、我孫子市財務規則の定めによるものとする。

平成　　年　　月　　日

発注者
住　所
我孫子市我孫子１６８４番地


氏　名
我孫子市水道事業管理者



水道局長　　中　野　　　洋
受注者
住　所



氏　名

履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特記事項
（総則）

第１条　この特記事項は、この特記事項が添付される契約と一体をなす。

（履行妨害又は不当要求に対する措置）

第２条　契約の相手方（以下「受注者」という。）は、契約の履行に当り、以下の事項を遵守しなければならない。

（１）　暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定するものをいう。以下同じ。）から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに我孫子市（以下「発注者」という。）に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。

（２）　受注者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。

（遵守義務違反）

第３条　発注者は、受注者が前条に違反した場合は、我孫子市建設工事等請負業者等指名停止要綱（平成１５年５月１日施行）の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。







